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Ⅰ 背景   

我が国において、食品衛生法上、冷凍食品の規格基準が定まったのが1973年であり、  

表1に示すような分類に従い、微生物の規格基準が定められている。その中で、不衛生な  

取扱いや消化器系感染症起因菌による汚染を示唆する指標菌として大腸菌群やE．  

coli江）を採用し，これら微生物が最終製品から検出されないことを求めている。以  

来、食品の輸入時、販売時などの微生物検査などにより、冷凍食品に対する安全性確保対  

策が行われているところである。しかしながら、近年の冷凍食品の多様化及び輸入冷凍食  

品の増加に伴い、現在の成分規格の中で用いられている分類（凍結直前加熱・凍結直前未  

加熱など）及び微生物規格のうち、一部を見直す必要があるのではないかとの指摘がある。   

具体的には、小麦粉を主たる原材料とする冷凍パン生地製品は、冷凍前に加熱工程がな  

いため、原材料に由来する微生物汚染を除去する手段を講じることができないが、冷凍さ  

れた製品には、加熱後摂食・凍結直前未加熱冷凍食品に該当し、その成分規格としてE．  

coli陰性が求められており、食品の性質上、現在の成分規格を適用することが困難である  

と指摘されている。 この点について、米国において総計3，350検体の小麦粉を調査した結  

果、季節や小麦の品種を問わず、平均12．8％（3．4－89．3％）の汚染率で大腸菌汚染が認めら  

れた報告がある（Richter etaL，1993）ことからも、小麦粉に由来するE．coliが冷凍パ  

ン生地に持ち込まれる可能性が十分あり、E．coli陰性を担保することは困難である  

ことが示唆されている。   

注）本報告書では、“大腸菌群”、“軋coli”、そして“大腸菌”の表記を用いるが、  

それぞれの意味するところは以下である。   

大腸菌群：食品衛生法に基づく大腸菌群で、グラム陰性の無芽胞樟菌で、48時間以内に  

乳糖を分解して酸とガスを産生する好気性または通性嫌気性菌と定義される菌群で、今回  

の試験では、EMB寒天平板培地上で、金属光沢または紫赤色の定型的集落を形成し、乳  

糖ブイヨン培地で酸の産生とガスの発生を確認した一群の菌である。   

E．coh：食品衛生法に基づく試験法に規定されている“E．coli’’で、EC発酵管で、44．5  

±0．2℃で24±2時間培養し、ガス発生が認められ、大腸菌群と同様な試験により大腸菌  

群であることが確認された菌群である。すなわち糞便系大腸菌群のことである。なお、糞  

便系大腸菌群とされたもののうち、Ⅰ肌C試験を実施し、そのパターンが、「＋＋－－」  

である場合を食品衛生検査指針では大腸菌と呼んでいるため、この概念と区別するため、  

本報告書ではE．coliと表記することにした。従って、分類学上の励deJ元丘元の〟や、海  

外で用いている“大腸菌’’とは多少異なる菌群を示すこととなる。   

去過塵：海外の規格基準等に用いられている物を含め、一般的な属∴∝道を表すこととす  

る。  
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Ⅱ．目的   

上記の背景を踏まえて、冷凍パン生地を中心とした冷凍食品に関し、現行の成分  

規格の見直しに伴う食品健康影響評価を食品安全委員会に諮問することを前提に、  

その評価依頼に必要な文献、海外情報及び科学的データ等を収集し、知見を取りま  

とめることを本調査の目的とする。   

具体的には、下記の事項について調査を行い、リスクプロファイル案を作成する。  

・原材料を含めた国内冷凍パン生地の汚染実態調査  

・原材料を含めた国内外の冷凍パン生地の汚染実態に関する文献情報及び海外政  

府機関情報の収集  

・諸外国の冷凍食品に関する規格基準の調査  

・冷凍パン生地の焼成条件の調査  

・E．coliその他細菌の加熱による死滅動態の調査  

Ⅲ 調査の概要   

本調査は、平成17年4月から7月に、以下の構成により実施した。  

1，冷凍パン生地ならびに原材料の汚染実態に 

衛生研究所）  

2．国内の冷凍パン生地ならびに原材料の汚染実態調査 （国立医薬品食品衛生研  

究所、財団法人日本食品分析センター、財団法人日本冷凍食品検査協会）  

3．冷凍パン生地を中心とする冷凍食品および原料の麦類の汚染実態に関する文献  

情報ならびに海外政府機関情報の検索、および諸外国の冷凍食品の規格基準の  

調査 （国立医薬品食品衛生研究所、株式会社三菱総合研究所）  

4．その他の事項に関する検討、調査とりまとめならびにリスクプロファイル作成  

（国立医薬品食品衛生研究所）   

なお、8月以降も、国立医薬品食品衛生研究所においては追加情報の収集を継続す  

るものとする。  
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Ⅳ 調査の結果  

1．冷凍パン生地ならびに原材料の汚染実態に関する予備調査   

冷凍パン生地メーカーE社の協力を得て、  

① 冷凍パン生地一製品に関する、同一ロットの工程追跡検査  

② 原料・製品検査  

を実施した。   

検査項目は一般生菌数、大腸菌群（MPN）、E，COli（MPN）とし、大腸菌群とF：．coliの測  

定に当たっては、「食品，添加物等の成分規格（昭和34年厚生省告示第370号）の第1  

食品D各条○冷凍食品」の試験法の10倍量の検体を検査対象とした。すなわち、菌の検  

出限界を公定検査法の10分の1まで下げて、検査感度を上げた条件で検査を行なった。   

①の工程追跡調査では、原材料9種類（うち小麦粉類3種類）、途中生地4種類、手粉、  

最終製品を検体とした。②の原料・製品検査では、小麦粉・ミックス粉計11種類、その  

他材料3種類、および製品13種類を検体とした。それぞれ、1種類の検体について10回  

の繰り返し検査を行なった。   

その結果、冷凍パン生地製造工程内で、一般生菌数、大腸菌群、E．coliの菌数ならび  

に汚染率が特に増加することは観察されなかった。   

①および②の調査により得られた、製品14種類、手粉を含む材料の粉類15種類の大腸  

菌群ならびにE．coliの検査結果を表2に示す。製品14種類中4種類、粉類15種類中4  

種類からE．coliが検出された。大腸菌群は全29種類中27種の検体において陽性であっ  

た。   

予備調査の結果、食品衛生法に規定される検査法よりも感度の高い検査の結果とは  

いえ、国内の冷凍パン生地製品およびその原材料に、実際にE．eoli汚染が観察され  

たことから、より広範なメーカーに対して、汚染実態調査を実施する必要性が認め  

られた。  

2．国内の冷凍パン生地ならびに原材料の汚染実態調査   

日本パン工業会の紹介により冷凍パン生地メーカーA～D4社に協力いただいた。   

各メーカーには、販売量が多く、長期間製造されている商品の中から、惣菜パン  

等パン生地以外の材料の占める割合の多いものを除外し、4～5種類の冷凍パン生地  

製品を選択していただいた。それら製品、製品に使用される小麦粉、イースト、く  

るみやレーズンなどの副材料、そして手粉について、細菌数（生菌数）、大腸菌群、E．  

coliを「食品，添加物等の成分規格（昭和34年厚生省告示第370号）の第1食品D各  

条○冷凍食品」の試験法により測定した。また、大腸菌群数および大腸菌数をMPN法  

により測定した。さらに、各検体について、黄色ブドウ球菌エンテロトキシンをミニバイ  

タス法により測定した。   

微生物検査結果の詳細は、財団法人日本食品分析センターおよび財団法人日本冷凍  

食品検査協会の報告書を参照されたい。結果を表3にまとめる。  
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● 冷凍パン生地検体18種中、冷凍食品規格に基づいて行なわれた検査では6種から大腸   

菌群が、1種からE．coliが検出された。MPN算出法に基づいて行なわれた検査では   

18種全てから大腸菌群が、2種から大腸菌が検出された。生菌数は4．3×103～7．1×   
108／gであった。  

● 原材料の／ト麦粉においては23種の検体中、冷凍食品規格の検査では5種から、MPN   

箕出法の検査では23種全てから大腸菌群が検出された。大腸菌は、冷凍食品規格法で   

もMPN算出法でも検出されなかった。生菌数は＜100～3．0×107／gであった。  

● 同じく原材料のイーストにおいては、13種の検体中、MPN算出法に基づく検査によ   

り2種から大腸菌群が検出されたのみであった。生菌数は7．3×107～1．6×1010／gであ  

った。  

● パンの製造工程で用いられる手粉においては、5種の検体中、冷凍食品規格法では3   

種から、MPN算出法では5種全てから大腸菌群が検出された。大腸菌は、冷凍食品規   

格法でもMPN算出法でも検出されなかった。生菌数は1．4×103～5．2×10卑gであっ   

た。  

● 副原料として用いられるクルミにおいては、2種の検体中、2種ともに冷凍食品規格法、   

MPN算出法で大腸菌群が検出された。大腸菌は検出されなかった。生菌数は3．0×   
102～7．8×104／gであった。レーズン、ベーキングパウダー、ライ麦ペーストからは、   

大腸菌群も大腸菌も検出されなかった。  

● 黄色ブドウ球菌エンテロトキシンについては、原材料、製品ともに、検査した検体に   

ついてはいずれも不検出であった。   

一方、製粉協会の製粉研究所のご協力により、製粉メーカー4社から小麦粉に関する過  

去の自主検査の結果を提供いただいた。E．coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラは、過去  

に検出されていない（表4）。  

3．冷凍パン生地を中心とする冷凍食品および原料の麦類の汚染実態に関する文献  

情報ならびに海外政府機関情報の検索、および諸外国の冷凍食品の規格基準の調査  

3－1．文献調査   

詳細は、株式会社三菱総合研究所の報告書の通りである。国内外の文献を調査し  

た結果を表5～7に示す。  

8種類の検体中6種類からの検出が報告さ  

3種類の検体中2種類からの検出が報告さ  

● 生地では大腸菌群が6文献において、   

れている。大腸菌は3文献において、   

れている。  

● 小麦、ライ麦では、4文献において、   

が報告されており、2文献において、  

9種類の検体中6種類から大腸菌群の検出  

9種類の検体中1種類から大腸菌が検出さ   

れている。  

● 小麦粉では、7文献において、 19種類の検体中11種類から大腸菌群の検出が報  
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告されており、5文献において、13種類の検体中4種類から大腸菌が検出されて   

いる。  

● 生地と同様に製造過程で加熱工程を経ていない生麺に関しては、大腸菌群が9文   

献において、20種類の検体中15種類から検出が報告され、大腸菌は4文献にお   

いて、 6種類の検体中4種類で検出が報告されている。  

● 一方、焼成後のパンに関しては大腸菌群が3文献において、4種類の検体中3種   

類で検出されておらず、1種類に関しても95pel・Centile値が101・8cfu／gという   

低い値と報告されている。大腸菌は1文献における1種類の検体の結果であるが   

検出されていない。  

3－2．海外政府機関情報ならびに諸外国の規格基準   

アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、スイス、中国、韓国、マレーシア、オー  

ストラリア、フランス、オーストリア、ベルギー、キューバ、フィンランド、ギリ  

シャ、アイスランド、イタリア、アイルランド、イスラエル、オランダ、ノルウェ  

ー、ポルトガル、南アフリカ、スウェーデン、 スペインの計25カ国とEUの食品規  

格・基準において、冷凍パン生地の規格・基準に該当するものがないか調査を行な  

った。一部、WHOがまとめた情報を含む。   

詳細は、株式会社三菱総合研究所の報告書の通りである。表8に冷凍パン生地あ  

るいは関係食品に関する規格基準をまとめる。  

●冷凍食品として規格・基準を有していたのは、アメリカ、中国、韓国のみであり、  

・アメリカでは生地およびクッキー（未焼成、冷蔵あるいは冷凍）として、大腸  

菌群が＜100MPN、大腸菌が＜10MPN、サルモネラが検出されないこと、総菌  

数が＜50，000c鮎／g、黄色ブドウ球菌が＜10MPNという規格になっている。  

・中国では急速冷凍インスタント食品（急速冷凍前未加熱処理）として、大腸菌群  

が＜240eh／g、大腸菌が検出されないこと、総菌数が＜300，000ch／g、黄色ブ  

ドウ球菌が0．01g中に検出されないこと、サルモネラが25g中に検出されな  

いこととなっている。  

・韓国では日本と同様、冷凍食品（冷凍前非加熱製品）として、大腸菌が検出され  

ないこと、総菌数が＜3，000，000eh／gとなっている。  

● 作りたての生地（血esh dough）の規格・基準に関しては、カナダが大腸菌について、   

m＝10、M＝100、n＝5、C＝2という規格を有しており、キューバが糞便系大腸菌群   

がn＝1で＜10ch／gという規格を有している。  

● 小麦粉の規格・基準に関しては、スペインが大腸菌＜100eh／gという規格を有し  

ている。  

● 焼成後のパン等の規格・基準に関しては、スイス、アイルランド、オランダ、ス   

ペインに規格が存在し、  

・スイスは大腸菌が＜10ch／g、総菌数が＜1，000，000c鮎／g、ブドウ球菌が＜100  
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ch／g という規格を有しているが、焼成前の冷凍パン生地には大腸菌の規格は  

適用されないとの注意書きがある。  

アイルランドでは大腸菌が＜20云h／gが望ましいが、20・＜100c伽／gが境界とさ  

れている。また、大腸菌0157及びその他のVTEC（ベロ毒素産生大腸菌）は25g中  

に検出されないこととされ、総菌数は＜10，000CFU／gが望ましいとされている。バ  

チルスは＜100CFU庵が望ましく1，000～＜10，000CFU／gが境界、カンピロバクター  

は25g中に検出されないこと、ウエルシュ菌は＜10Cf－U暗が望ましく10～  

＜100CFU／gが境界、リステリア・モノサイトゲネスは25g中に検出されないことが  

望ましく25g中＜200Cf、U／gが境界、リステリア・モノサイトゲネス以外のリステリ  

アは25g中に検出されないことが望ましく25g中＜200CFU／gが境界、サルモネラ  

は25g中に検出されないこと、黄色ブドウ球菌は＜20CFU／gが望ましく 20～  

＜100CFU／gが境界、腸炎ビブリオは25g中に検出されないことが望ましく 25g中  

＜200CFU／gが境界という規格となっている。  

オランダは総菌数が＜1，000，000c鮎／g、黄色ブドウ球菌がく500c且1佃、病原性微  

生物と微生物毒素は検出されないこと、という規格を有している。スペインは  

大腸菌が検出されないこと、亜硫酸塩還元性クロストリジウム属が＜1，000  

cfu／g、カビが＜500c乱〟g、サルモネラ、赤痢菌は30g中に検出されないこと、  

黄色ブドウ球菌が0．1g中に検出されないこと、黄色ブドウ球菌エンテロトキ  

シンが検出されないこと、酵母が＜500chl／gという規格を有している。  

イギリス政府の担当者からは、「イギリスには摂食前に加熱処理を行なう冷凍  

食品についての微生物規格基準は存在しない。サルモネラなどの病原体が未加  

熱の製品に低いレベルで存在することがあっても、焼く、調理する等の工程の  

中で破壊されるはずである。」というコメント返ってきた。  

4．その他の調査事項  

4－1．大腸菌群および大腸菌の加熱死滅動態   

細菌の温度抵抗性は、一定温度における加熱死滅動態として、菌数が10分の1に  

なるまでの時間（D値）として示されることが多い。E．coliの様々な菌株について、  

液体培地あるいは食品中でのD値を集計した資料（ICMSF，1996）によると、60℃  

におけるD値が0．26～2．64分である。脂肪は熱に対する保護作用を有するが、脂肪  

含量の多い牛ひき肉中の且cク〟0157：H7に関し、64．3℃におけるD値が0・16分と  

報告されている。  

4－2．他の細菌の熱抵抗性ならびに細菌毒素の産生条件とその熱抵抗性   

冷凍食品あるいはパン生地に関連した食品について、海外での規格の対象となっ  

ているのは、大腸菌のほかに、サルモネラ、赤痢、黄色ブドウ球菌、そして黄色ブ  

ドウ球菌のエンテロトキシンである。穀類および穀類製品に関して知られる病原性  

細菌としては、他にセレウス菌がある（三菱総合研究所報告書、ICMSF，1998）。  
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これらの細菌および細菌毒素について、ICMS万一（1996）から情報の得られた加熱温度と  

対応するD値を表9にまとめる。セレウス菌芽胞と黄色ブドウ球菌エンテロトキシンを  

除き、63～65℃以上の加熱により非常に速やかに死滅することが示される。セレウス  

菌芽胞は100℃でのD値が4分以上であるが、121℃では極めて短時間で死滅する。黄色  

ブドウ球菌エンテロトキシンは、120℃の加熱によっても、毒素力価が10分の1に  

なるまでに20～40分を要する。   

なお、黄色ブドウ球菌エンテロトキシンの産生は、温度10～48℃、pH4．5～9．6、  

水分活性0．87以上で認められる。至適条件での毒素産生は6～7時間で起こること  

が報告されている（ICMSF，1996）。冷凍パン生地の製造工程においては、概ね20  

～24℃以下に設定された工場内で、基本的には2時間半程度、パンの種類により冷  

却過程を挟んでも7時間以内に成形が完了し、急速冷凍が行なわれる。  

4－3．冷凍パン生地焼成時の内部温度と時間   

国内パンメーカーにおけるパンの焼成条件ならびに焼成時のパンの最高中心温度  

を表10にまとめる。中心温度は85～90℃以上に達する。中心温度をモニターしたデー  

タでは、中心部における70℃以上の保持時間は3分以上であった（囲1）。  

Ⅴ まとめと考察   

本調査において、原材料を含めた国内冷凍パン生地の汚染実態調査、原材料を含め  

た国内外の冷凍パン生地の汚染実態に関する文献情報及び海外政府機関情報の収集、  

諸外国の冷凍食品に関する規格基準の調査、冷凍パン生地の焼成条件の調査、E．coli  

その他細菌の加熱による死滅動態の調査を実施した。   

その結果、冷凍パン生地の主たる原材料である小麦には、世界各国での実態調査  

において大腸菌群だけでなく大腸菌による汚染がある程度の頻度で認められること  

が報告されており、加熱工程のないままに製造される冷凍パン生地には、原材料に  

由来する大腸菌汚染が避けがたいことが示された。実際、国内の冷凍パン生地製品  

の検査により、冷凍食品の検査法によってもE．coliが検出された。   

一方、海外において、冷凍パン生地が該当する冷凍一食晶に対して大腸菌非検出を  

求めているのは韓国だけである。   

これらのことから、凍結直前未加熱・加熱後摂取冷凍食品に対する現行の成分規  

格としての軋coli陰性を冷凍パン生地に適用することは、実態に合わないものと考  

える。   

冷凍パン生地は、喫食前には高温で加熱される。中JL、温度の推移は、E．coliその他  

冷凍パン生地を汚染することが文献からも危倶される細菌を死滅させるのに十分な  

ものである。冷凍食品あるいはパン生地に関連した食品について、諸外国の微生物  

規格の対象となりあるいは汚染が報告されている細菌には、サルモネラ、黄色ブドウ  

球菌等があるが、パンの加熱条件を考慮すると、冷凍パン生地に対して他の病原菌の規  
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格を設定することについて、強く支持する理由は認められない。   

小麦粉や冷凍パン生地汚染しうるセレクス菌芽胞や黄色ブドウ球菌エンテロトキシンは、  

通常のパン焼成条件では失活しない耐熱性を有する。したがって、健康被害の原因となる  

可能性は否定できない。しかし今回の調査で検査した限り、国内の冷凍パン生地製品は、  

原材料も含め、いずれもエンテロトキシン非検出であった。過去に加熱後摂取冷凍食品を  

原因とする健康被害も報告されていないことから、現時点で、耐熱性芽胞や細菌毒素につ  

いての成分規格を新たに設定する強い理由は認められないと考える。  

Ⅵ リスクプロファイル（案）   

冷凍パン生地の成分規格見直しに閲し、食品安全委員会に諮問する際に提出するための  

リスクプロファイル（案）を別添のようにまとめた。  
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表1．冷凍食品の成分規格  

冷凍食品の分類  成分規格  

無加熱摂取冷凍食品  生菌数100，000／g以下、大腸菌群陰性  

加熱後摂取冷凍食品  

凍結直前加熱  生菌数100月00／g以下、大腸菌群陰性  

凍結直前未加熱 生菌数3，000，000／g以下、E．coli陰性  

生食用冷凍鮮魚介類  生菌数100，000／g以下、大腸菌群陰性、  

腸炎ビブリオ最確数100以下   



表2．冷凍パン生地汚染実態予備調査における、冷凍パン生地製品および小麦粉類の大  

腸菌群ならびにE．coliの検査結果  
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表3．国内の冷凍パン生地ならびに原材料の微生物検査結果のまとめ  

エンテロ  

トキシン  

0
入
U
 
3
 
3
 
5
 
2
 
2
2
 
 

1
 
り
ム
 
1
 
／
′
／
 
／
ノ
′
 
／
 
／
 
／
 
n
U
 
▲
n
U
 
▲
n
U
＜
‖
 
 

2
 
0
 
∩
‖
V
 
 

く3～  24D  

く3～   く3  
く3～   〈3  

〈3～   〈3  
〈3～   く3  
く3～   〈3  
く3～   〈3  

8
 
3
 
3
 
 

1
 
り
】
 
 
－
 
／
／
／
 
6
 
5
一
日
U
 
 

n
l
リ
 
3
 
ウ
J
 
■
－
1
 
2
 
1
 
 

／
 
／
 
／
 
l
 
▲
n
U
 
n
U
 
 

8
 
3
 
3
 
 

1
 
∩
′
】
 
l
 
／
 
／
 
／
 
 

0
0
 
3
 
2
 
 

1
 
2
 
 

〉
 
 
 

～
 
～
 
～
 
 

3
 
ウ
J
 
3
 
 

く
 
く
 
く
 
 

冷凍生地  
小麦粉  
イースト  

手粉  
レーズン  

クルミ  

く180～3．0×107  
7．3×107－L6×10用  
1．4×1が～ 5．2×10月   

く100～9．0×102  
3．0×102～ 7．8×104  

く100～   く100  

〉
〉
 
 
 

～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
 

［
「
り
 
っ
▲
】
 
■
．
．
ノ
ー
2
 
／
 
／
 
／
／
 
 

0
 
0
 
0
0
 
 グパウダ  

検体種類別集計  

＊E．coli検出例に網掛け  

11   



エンテロト キシン  

検出せず  

検出せず  

検出せず  

検出せず  

検出せず  
検出せず  

検出せず  
検出せず  

検出せず  

検出せず  
検出せず  

検出せず  

3
 
3
 
3
 
 

〈
〈
 
〈
 
 

～  く3  

～  く3  
～  く3  

3
 
6
 
3
 
3
 
へ
く
り
一
っ
り
ー
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
 

く
 
．
く
く
〈
 
 
 
く
 
〈
 
く
く
〈
 
〈
 
 

3
 
 
 

～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
 

3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
ウ
J
 
ウ
J
 
3
 
3
 
3
 
3
 
り
ュ
U
 
く
く
く
 
く
〈
 
〈
 
く
 
く
〈
 
〈
〈
く
 
 

n
V
 
n
U
 
O
 
O
 
O
 
爪
V
 
O
 
爪
V
 
爪
V
 
n
V
 
几
〓
）
 
n
U
 
 

l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
・
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
 

／
／
／
 
／
／
 
／
 
／
 
′
／
 
／
 
／
／
 
／
 
 

0
 
n
V
 
O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
∧
U
 
O
 
O
 
O
 
O
 
爪
U
 
 

／
／
／
／
／
／
／
／
′
′
′
′
／
／
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
爪
じ
 
爪
〓
Y
 
■
n
‖
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

0
 
0
 
0
 
n
V
 
爪
V
 
八
V
 
爪
V
 
n
‖
■
U
 
O
 
▲
－
‖
U
 
▲
■
l
U
 
 

l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
 

／
／
 
／
 
／
 
／
 
／
 
／
 
／
 
／
 
／
／
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
ハ
U
 
O
 
O
 
 

0
 
0
 
0
 
爪
V
 
爪
V
 
n
U
 
■
n
V
 
【
‖
∨
 
∧
U
 
O
 
n
U
 
 

l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
 

／
／
／
／
／
 
／
 
／
／
／
／
／
 
 

O
 
1
 
0
 
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

a
 
b
 
C
一
J
u
 
e
 
■
・
●
・
l
 
 

ト
ト
 
ト
 
ト
ト
ト
 
 

ス
ス
ス
ス
ス
ス
 
 

一
一
一
一
一
一
 
 

イ
イ
イ
イ
イ
イ
 
 

社
社
社
社
社
社
 
 

A
 
A
 
丑
 
つ
り
 
っ
リ
 
B
 
 

～
 
）
 
～
 
）
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
～
 
 

9
 
 
9
 
 
9
 
 
9
 
 
T
 
O
 
 
▲
u
J
 
 
▲
q
J
 
 
＜
u
J
 
 
■
q
 
 
9
 
 
9
 
 

0
 

1
1
0
1
じ
1
 
 

×
 
×
 
×
 
×
 
×
 
 

1．4XlOl0  
1．4×1010  

7
 
2
 
1
 
り
J
 
3
 
 
 

一
．
ヽ
V
 
n
Y
U
 
5
 
2
 
7
 
 

h
U
 
 
9
 
 
7
 
 
＜
U
 
 
∧
U
 
 
8
J
 
 
8
J
 
 
血
J
 
 
9
 
 
血
J
 
 

0
 

．
〇
▲
 
 

1
 

巨
■
．
「
－
∴
∵
∵
い
ト
い
 
 
 

・
5
 
9
 
・
 
・
〇
〇
 
∩
コ
 
3
 
亡
U
 
9
0
 
 

く3～  〈3  

〈3～  〈3  

〈3～  〈3  

く3～  〈3  

く3～  く3  
く3～  く3  

C社：イースト  

C社イーストh  ×
 
×
 
×
 
×
 
X
 
X
 
 

ハ
h
U
 
ワ
1
 
3
 
0
U
 
7
 
6
 
 

4
 
L
2
9
 
L
 
5
 
 

C社：イースト  

～  く3 ～  〈3 ～  〈3  

3
 
3
 
3
 
く
く
 
〈
 
 

p社：イーストj  

D社：イーストk  

D社：イースト  

12   



表4．国内製粉メーカー4社の自主検査による小麦粉類の汚染状況  

小麦粉中の菌数検査結果  

強   力粉  
1等粉  2等粉  分析法＊  

結果   点数   籍黒   点数   
大腸菌   陰性／2．22た   15  陰性／2．22g   山  増菌培養法  

A社               黄色ブドウ球菌  陰性／0．01g   15  陰性／0．01g   4  平板塗抹培茎法  

サルモネラ   陰性／25g   15  陰性／25g   

B社   24  陰性′0．03g   12  平板塗抹培養法  

サルモネラ   陰性／25g   24  陰性／25g   12  増蘭培養法   

陰性／2．22g   12  陰性／2．22g   8  増菌】吾妻法  

C社  大腸菌             黄色ブト●り球菌  陰性／0．01g   12  陰性／0．01月   8  平板塗扶培毒法  

サルモネラ   陰性／25g   2  陰性／25g   2  増菌培養法   

大腸菌   陰性／3g   48  陰性／3g   24  増菌培養法  

D社               黄色ブトーウ球菌  陰性／0．02g   9  陰性／0．02g   2  平板塗扶培養法  

サルモネラ   陰性／0．1g   9  陰性／0．1g   2  増薗堵雇法  

中   力粉  
1等粉  2等粉  分析法■  

結果   点数   
大腸菌   

精果  

A社  陰性／2．22g  16      増菌培養法  
サルモネラ   陰性／25g   16  増菌培養法   
大腸菌   陰性／2．22g   24  陰性／2．22月   

B社  24  陰性／0，03虞   12  増菌培養法  

サルモネラ   陰性／25g   24  陰性／25g   12  増菌培養法   

大腸菌   陰性／2．22だ   培養法  
C社  10      増薗  

サルモネラ   陰性／25g   2     ／  増函培養法   
大腸菌   陰性／3g   24  陰性／3g   12  増薗培養法  

D社               黄色フードウ球菌  陰性／0．02g   4  陰性／0．02g   口  平板塗抹培養法  
サルモネラ   陽性／0．1g   4  陰性／0．1g   山  増菌培養法  

薄   力粉  
1等粉  2等粉  分析法－  

結果   点数  錯果  点数   
大腸菌   陰性／2．22g   18  陰性／2．22月   口  増薗培養  

A社  16  陰性／0．01鐙   平板塗扶  
サルモネう   陰性／25g   16  陰性／25g   増薗培養   
大腸菌   陰性／2．22g   24  陰性／2．22g   12  増菌培養  

B社  24  陰性／0．03月   平板塗扶  
サルモネラ   陰性／25g   24  陰性／25g   増薗培養   
大腸菌   陰性／2．22g   4  陰性／2．22g   山  士曹菌培暮  

C社  4  陰性／0．01g   平板塗扶  
サルモネラ   陰性／25g   口  陰性／25g   増菌培養   
大腸菌   陰性／3g   12  陰性／3g   

D社  2  陰性／0．02g   12  増薗培養 平板塗抹  

サルモネラ   陰性／0．1g   山  陰性／0．1g   増菌培養   

＊分析法は全て食品衛生検査指針に準拠  
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